
2020年（令和2年) 6月26日

1

第73期司法修習生各位

大阪司法修習生指導連絡委員会

今期の選択型実務修習について

本年6月12日付の司法研修所企画第二課長による選択型実務修習の取扱いについての

事務連絡のとおり、受入先における新型コロナウイルス感染症への対応業務や感染拡大防

止の必要性に配慮する必要があることを考慮し､今期の選択型実務修習については､全国プ

ログラム及び自己開拓プログラムの実施を全面的に取り止める決定がなされました。

また、各庁会が提供する個別修習プログラムで外部に受入れを依頼するものについても、

地域の状況等を踏まえて実施に問題がないと判断されるものを除いて原則として実施を取

り止める決定がなされました。

上記及び新型コロナウイルス感染症への感染防止を踏まえ、大阪における選択型実務修

習について下記のとおりとすることとなりましたので、ご連絡いたします。

記

（1）個別プログラムの見直し

個別プログラムについての見直しを行い、別紙のとおり提供することとなりました。

当初の予定からプログラムが増減しているので､改めて確認してください。

なお､新型コロナウイルス感染症の状況によっては､プログラムの内容が変更となる

ことがありますので、ご了承ください。

（2）個別プログラムの第三次募集の取り止め

例年､第三次募集では人権に関する施設見学プログラムの募集のほか､定員に満たな

かったプログラムについても募集を行っておりましたが､今期については､新型コロナ

ウイルス感染症による大幅なスケジュール変更があったこと及び人権に関する施設見

学プログラムが中止となったこと等を踏まえ、第三次募集を取り止めることとなりま

した。

（3）選択型実務修習に関するスケジュール変更

すでに個別プログラムの第一募集の応募受付は終了していますが、上記（1）及び

（2）のとおりであるため、再度､個別プログラムの一次募集からやり直すこととなり



、

ました｡変更後のスケジュールは下記のとおりとなりますので､下記に沿って進めてく

ださい。 。

なお､場合によってはく下記スケジュールがさらに変更となる場合がありますので、
い
い
謹
固
庭
誹
い
職
窪
岸
ソ
雌 予めご了承ください。

以上

ー

･個別プログラム 日程

､第1次応募受付開始、
b G r

■ 6月26日(金）

第1次応募受付締切
■ 0 ■

7月1日(水）
■

第1次応募結果通知・第2次応募受付開始 7月10日(金）
q U

第2次応募受付締切
｡ ◇

7月15日(水）

第2次応募結果通知・修習計画書受付開始 、 7月31日(金）
、 ■

修習計画書受付締切
Ｕ
■

8月5日(水）
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(裁判所）

※6月26日再提示版
一

選択型実務修習プログラム案内(裁判所）

裁判所が提供する選択型実誇俊習のプログラムについて

1ブﾛグﾗﾑの概要

瀞腫躯些握隆以王“,なズ写グﾗﾑを用意している｡詳細は各プﾛグﾗﾑの紹介欄を参照されたい。
(1)分野別実務修習の成果を深化･補完する修習プログラム
①民事裁判－2週間及び1週間の通常部における修習プログラム(通常部修習）
②刑事裁判－2週間及び1週間の通常部における修習プログラム(アドパ3死ｽﾄ刑裁修習)，2日間の令状部での
修習プログラム(令状部修習）

③家裁一家事総合,家事一般,少年事件の各1週間又は2週間の修習プログラム
(2)分野別実務修習では体験できない専門的領域を修習するプログラム
民事裁判一租税･行政部,商事部,労働部,倒産部,建築･調停部,執行部,交通部,医事部における各1週間
又は2週間の専門部修習プログラム

・家裁一人事訴訟･遺産分割係’後見･財産管理係における各1週間の修習プログラム
2選択に当たっての注意事項

(1)基本的には,プログラムの期間が重ならない限り,各プログラムを自由に選択することができる｡一例を挙げれば，
以下の選択はいずれも可能である。

例1:第3～4週に民事通常部修習を,第1～2週にｱドパﾝｽﾄ刑裁修習を選択
②他方,できるだけ多くの修習生に多様な修習経験を積んでもらう趣旨から,次のように,同一又は同様のプログラムを
．異なる時期に重ねて選択することは認められない｡ただし,民事通常部修習についてば,1週間のプログラムを2回選
択することはできる。
○令状部修習を2回選択

○民事専門部のプログラムのうち,同じ専門部のものを時期を異にして2回選択
(3)修習プログラムによっては,募集条件が設けられているものもあるので,注意されたい。

一

1ページ
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．､一ド プログラム名
ｵ易所

日 ･時

堂鐘

一
鍵

修習内容 ． 募集条件 その他
● ~

地

■

方

裁
判
所
（
民
事
）

●

｡

民-01

民-02

民－03

■一

民-04
■4

b

･通常部修習A

通常部修習A

通常部修習A

通常部修習B

大阪地方裁判所
民事部

10月5日(月)～
10月16日(金）

大阪地方裁判所
民事部．

10月19日(月)～
10月30日･(金）

方裁判所

11月2日(月)～

11月13日(金）

大阪地方裁判
民事部・

所

10月5日(月)～
10月9日(金）

15

15

15

､ '10

刀到~〃Ⅶ氏争…刊1歴日v〃犀・Iu‐on間。厚埋RHJ

に,原則として,分野別修習とは異なる部に
少人数を配置する。

コード民-01の通常部修習Aと同様であ
る。

ユート崖一U』Uソ麺.鹸石p蔭官、こ'即啄噌の

るロ

期間を1週間とするほかは,コード民-01の

通常部修習Aと同様である。

刀到~〃ul声日唾揖百円一

希望する場合は,申溌麗
の旨を記載すること(例:｢通常
部修習A(配属部希望]｣)。た

だし,定員,期間,他プログラ
ムの関係で,希望があっても配
属部に配置できるとは限らな
い｡分野別修習で扱わなかっ
た類型,難度の高い事件につ
いて補完したい,逆に自身の
知識等に不足を感じ,苦手意
識のある領域について補習し
たいとの希望がある場合には,
その内容を記載じた書面を提
出すること。

コード民-01の通常部修習A

と同様である。

コード民-01の通常部修習A.

と同様である。

コード民-01の通常部修習A

と同様である。

集合日時:10月5日午前9時20分

集合場所:大阪地裁第21民事部
(第24準備室）

集合日時:10月19日午前9時20

分 ．
集合場所:大阪地裁第21民事部
(第24準備室）

集合日時:11月2日午前9時20分
集合場所:大阪地裁第21民事部
(第24準備室）

集合日時:10月5日午前9時20分
集合場所:大阪地裁第21民事部
(第24準備室）
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ｺード プログラム名
場所

日 時

雛
峰 修習内容 募集条件 その他

地

方

裁
判
所
（
民
事
）

民-05

民-06

民-07

民-08

通常部修習B′

通常部修習B

通常部修習B

通常部修習B

P

方裁判所

10月12日(月)～
10月16日(金）

大阪地方裁判所
民事部

◆

10月19日(月)～
10月23日(金）

大阪地方裁判所
民事部

10月26日(月)～

10月30日(金）

大阪地
民事部
方裁判所

11月2日(月)～､

11月6日(金）
~

10

10

』

10

10

コード氏-D4の通常部修習Bと同様であ
る。

コード氏-04の通常部修習Bと同揮であ
る＠

コード氏-04の通常部修習Bと同禄であ
ろ｡

コード氏-04の通常部修習Bと同椴であ
る｡．

ー 0‐ーUユUシ唾噸画牌1夢~白ハ

と同椴である⑥。

の通常郡修習A
年

コード民-01の通常部修習A
と同様である。

コード氏－01の通常部修習A
と同犠である。

梨合日時:10月12日午前9時20

分

集合場所;大阪地裁第21民事部
儲24筆囎室）

築合日時:10月19日午前9時20
分 ．

集合場所:大阪地哉第21民事部
(第24準備室） ．

梨合同時:10月26日午前9時20
分

集合場所:大阪地裁第21民事部
(第24準備室）

桑台目時:11月2日午削9時20分
築合場所:大阪地裁第21民事部
(第24準備室）
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コード プログラム名
場所

日 時

舞
偉 修習内容 募集条件 その他

地
方

裁
判
所
（
民
事
）

民-09
C

D

民-10

民－11
■ ■

民－12

通常部修習B

租税･行政部修習
(地方自治）

租税･行政部修習
(総合）

■
■

租税･行政部修習
（税務訴訟）

大阪地方裁判所
民事部

11月･9日(月)～
11月13日(金）

大阪地方裁判所
第2民事部･第7民
事部

10月12日(月)～
10月16日(金）

大阪地方裁判所
第2民事部･第7民
事部

■ e

●

10月19日(月)～
10月23日(金）

大

第2I
事部

判所
第7民

11月2日(月)～
11月6日(金）

10

10

10

･10

コード民-04の通藏部修習Bと同稼であ

る｡

行政覇叶牛のうち,とりわけ住民訴舩等の地万
自治関係について,基本的知職を習得し 9
審理や実務についての理解を深めることを
目的とする。 ．
導入として,住民訴詮に関
しているほか,事件記録の農讓灘
聴,訴状審査や特定の事件についてのサマ
リー起案作成等を行う ｡

〃

行政事1牛一般に関する基本的知餓を習得

し,審理や実務についての理解を深めること
を目的とする。

導入として,行政事件の実務上の諸問題に
ついての分野別講義を用意しているほか，
事件記録の検
審査や特定の

討や法廷傍聴のほ恥訴状
事件についての共同研究や

サマリー起案作成等を行うロ －

行政事件のうち,とりわけ税務訴訟関係につ
いて,基本的知職を習得し,審理や実務に
ついての理解を深めることを目的とする。
導入として,税務蘇訟に関する講義を用意
しているほか,事件記録の検討や法廷傍
聴,群状審査や特定の事件についてのサマ
リー起案作成等を行う ｡

巴

コード民-01の通常部修習A

と同様である。
GB

特になし

特になし

特になし

集合日時:11月9日午雨9時20分

集合場所:大阪地裁第21民事部‘
(第24準備室）
G ■

集合日時:10月12日午削9時20
分
集合場所:大阪地裁第2民事部，
第7民事部

集合日時:10月19日午前9時20

分
集合場所大阪地裁第2民事部
第7民事部

3

集合日時:11月2日午前9時20分
集合場所:大阪地裁第2民事部，
第7民事部



〆
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太阪地方裁半
室5房塞郭

太阪地方裁半
室5房塞郭
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コード プログラム名
劇

E

所
時

雛
峰 修習内容 募集条件 その他

地

方

I

裁
判
所
（
民
事
）

民－13

民－14

民－15

民－16

商事部修習

商事部修習
｡

労働部修習

労働部修習

大阪弛方裁判所
第4民事部 0

10月5日(月)～
10月9日(金）

大阪地方裁判所
第4民事部

11月9日(月)～

11月13日(金）

10月12.日(月)～‐
10月23日(金）

11月9日(月)～
11月13日(金）

8

8
毎

8

8

面
を

蕾＝庁し＝利巽同u"生壱へ"壷直狩9つ－こ・

目標として,会社訴訟事件･会社非訟事
件の事件記録検討,法廷傍聴,､裁判官との
座談会等を行う。 ‘

● ■

-4一F函一八。【〃間零首pl参賀とIpl輝ぐめ。、

労働事件の実務上の諸問題を露蕊するとと
もに,民率裁判の分野別修習での成果を基
礎として,労働事件の事件記録検酎,法廷
傍聴,労働審判傍聴,主張整理や事実罷定
等に関するサマリー起案,修習生間の討議
及び裁判官の論評を通じ,裁判所の取り扱
う労働事件を修習させる。

期間を1週間とすること,サマリー起案を実

施しないことのほかは,基本的にｺｰド民一
15の労働部修習と同犠である。

ご

弓 季Hur－I八既廻誕Wもやりつ間

事事件の概況｣(商事法務221
0号13頁)に目を通しておくこ
と(参考文献｢会社蘇訟の基
礎｣(商事法務)， 「実務ガイド
新･会社非訟｣(きんざい))。

商事部修習と

特になし

特になし

集合日時:10月5日午前9時20分

集合場所:大阪地裁第4民事部

未~ロロ側寸邑ユ』易診口二rHU司ﾛ守乙U力

集合場所:大阪地裁第4民事部

栗台目時:10月12日干前9時20

分
集合場所:大阪地裁第5民事部

b ■

栗合日時:11月9日午前9時20分
集合場所:大阪地裁第5民事部
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コード プログラム名
場．所

日 時

畢
蝿

匙

上
・ 修習内容 募集条件 その他

地

や
り

方

裁
判
所
（
民
事
）
．

民－17

民－18．

民－19

民-20

倒産部修習

倒産部修習

建築･調停部修習

建築･鯛停部修習

大阪地方裁判所
第6民事部 ．

10月5日(月)～
10月9日(金）

■

判所

10月26日(月)～
10月30日(金）

大
第

判所

● ■

10月12日(月)～
10月23日（金) .

大阪地方裁判所
第10民事部

11月9日(月)～
11月13日(金）

30

30

8

6

講義(破産管財,同時廃止,民事再生,個

人再生),事件記録の検討,各種手続の傍
聴(同時廃止口頭審査,集団免責審尋,一
股管財債権者集会等)，問題研究,さらに裁
判所書記官を交えた座談会や弁護士(管財
人･監督委員等経験者)による講演を通じ
て,倒産法に関する理瞼及び当部に蓄積さ
れた倒産事件処理上の工夫について考察
を深め,実務家として倒産事務処理に必要
な知職を身につけることを目的とする。 ．

▽ ●

コード民－17の倒産部修習と同様である。
U L

当部に係属する建築関係訴訟事件,各種

調停事件及び借地非訟事件について,講
義,記録検討,手続傍聴等を行い,､裁判官
のみならず,専門委員又は調停委員との意
見交換を通じて,専門所訟の審理や調停事
件･借地非訟事件の実務に関する知織を習
得するとともにｩ建築に関する法律問題につ
き,研究レポートを提出することによって,上
記各事件に関する理解を深める修習を行
壱

フ。

当部に係属する建築関係所訟事件及び各

種鯛停事件について,講蕊,記録検討L手
続傍聴等を行し、裁判官のみならず,専門
委員又は調停委員との意見交換を通じて，
専門所訟の審理や調停事件の実務に関す
る知職を習得し,上記各事件に関する理解
を深める修習を行う 。

倒産処理法入門(有斐閣･山

本和彦箸)程度の倒産法全般
に関する基礎的知識を有して
いることが望ましい。

コード民一17

同種である。
の倒産部修習と

齋藤毅｢建築関係訴訟におけ

る設計上及び蝿工上の畷庇に
ついての各論的検討｣判ﾀ13
89号38頁に目を通しておくの
が望ましいb ‘

コード民-19の建築･調停部

修習と同様である。

集合日時:10月5日午前9時20分

集合場所:司法修習生指導室

集合日時810月26日午前9時20

分‘
集合場所:司法修習生指導室

集合日時:10月12日午前9時20
分
集合場所:大阪地裁第10民事部

集合日時:11月9日午前9時20分

集合場所:大阪地裁第10民事部
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コード プログラム名
場月

日 鴎
募集
人数 修習内容 募集条件 その他

地

方

裁
判
所
（
民
事
）

民－21

民－22

■■

民－23

民－24

執行部修習

執行部修習

執行部修習

交通部修習

大
第

判所

10月5日

. ･10月9
(月)～

日(金）

大
第

判所

写 ●

10月26日(月)～
10月30日(金）

大阪
第14

所

11月9日(月)～
11月13日(金）

大阪地
第15民

所

10月12日(月)～
10月16日(金）

8

8

8

8

認T丁センター噺大阪)における民事執行事
件のうち,主として,執行裁判所を執行機関
とする不動産執行事件及び債権執行事件
について,礎(裁判官,書記官,執行官，
評価人を講師とする｡),記録検翫演習等
により,実務に必要な執行手続の知鍛を身
に付ける。

一－Iﾏ氏一二旦以ﾉ罰』百脚1謬函とI副爆~Cめっ、

＝ーI,壌一z｣の靭汀郡修習と同葎である。

父通専門部の事ｲ牛処理の概要についての

購義や,手続の傍聴及びこれに付随する争
点の検討や和解案の作成のほか,人身損
害に関する損害賠償請求事件の記録を用
いてサマリー起案とこれに対する裁判官の
講評を行うことなどによって,実務的な観点
から裁判所の取り扱う交通事件を修習する。
合議記録の検討も予定している。

ノL｢｡査媒U,氏争プf睡叡何U氏

事執行(補正版)』を読了し,民
事執行手続についての基礎知
織があること。

コード氏－2ユ

同様である。
の執行部修習と

コード氏-21の執行部修習と
同犠である。

事薊に別柵判例タイムズ38号
｢民事交通訴訟における過失
相殺率の認定基準(全訂5
版)｣(判例ﾀｲﾑス社)1ないし
23頁に目を通しておくことが望
ましい。

乗合口時:10月5日午前9時20分

集合場所:大阪地裁第14民事部
噺大阪庁舎4階,執行センター案
内係）

乗合目時:10月26日午前9時20
分

集合場所:大阪地裁第14民事部
噺大阪庁舎4階,執行センター案
内係）

采台目時:11月9日午前9時20分
集合場所:大阪地裁第14民事部
噺大阪庁舎4階,執行センター案
内係）

可＝

桑合口時;ユ0月ﾕ2日午前9時20
分

集合場所:大阪地裁第15民事部
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コード プログラム名
易所

ヨ 時

雛
嶬 修習内容 ・募集条件 ・ その他

●

地

方

裁
判
所
（
民
事
）

民－25

■

C

G

26－民

■

民--27

民－28

交通部修習

医事部修習

医事部修習

●
０

医事部修習

大阪地方裁判所
第15民事部

11月2日(月)～
11月6日(金）

大阪地方裁判所
第17民事部･第1
9民事部第20民
事部

10月5日(月)～
10月9日(金）

大阪地方裁判所
第17民事部･第1
9民事部･第20民
事部 ．

”

10月26日(月)～
10月30日(金）

大阪地方裁判所
第17民事部･第1
9民事部･第20民
事部 ．

11月2日(月)～
11月6日(金）

8

■
■

10

10

10

一丑一F兵一色詮Uジェ哩戸P~l窪日巳1判可率、αノー｡

医事関係瞬訟の処理状況や審理方法等に
ついて,その概要を説明した上で,事件記
録の検討や手続の傍聴を通じてj医事集中
部における事件処理の実務を直に経験させ
るほか,事件記録に基づくサマリー起案等を
行う｡また，
点に関して

医事関係訴訟の審理上の問題
協議･検討するなど,裁判所から

見た医事関係訴訟の事件処理のあり方の理
解を深める修習を行う。 ．

コード民－26の医事部修習と同様である。

コート氏一望bの匿畢首p修百とI副嫁喀のつ｡

二一I，函一乙詮Uノエ哩両pl琴白色

同様である。

事前に『大阪地方裁判所医事

部の審理運営方針｣(判ﾀ1335
号5頁2011.1.15,ダイジェスト
版は裁判所HP
(httP:/www.couIts・go・jp/osa
ka/vcms_l"310001.pdlに掲
載｡)に目を通しておくことが望
ましい｡なお,その他の参考文
献として,･大島眞一｢医療訴訟
の現状と将来一最高裁判例の
到達点一｣(判夕1401号5頁
2014.8.1)も挙げられる⑥

ｺｰド民-26の医事部修習と

同様である◎

ｰ-1,澪－色｡vぷ匡李両p・鱈日二

同様である。

集合日時:11月2日午前9時ZO分

集合場所:大阪地裁第15民事部

集合日時210月5日午前9時20分
集合場所:大阪地裁508号法廷

集合日時二10月26日午前9時20

分
集合場所:大阪地裁508号法廷

集合日時911月2日午前9時20分
集合場所:大阪地裁508号法廷
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ｺード プログラム名
『

場所

日 時

雛
峰 修習内容 募集-条件 その他

大阪地
刑事部
方裁判所

10月5日(月)～
10月16日(金）

刑-02 ｱドパﾝｽﾄ刑裁修習

方裁判所

10月19日(月)～
10月30日(金）

12

コードjM-01のアドバンスト刑裁修習と頂艤
である。

コード刑-01のアドバンスト刑
裁修習と同樺である。

集合日時:10月19日午前9時20
分

集合場所:第9刑事部裁判官室
●

●

刑－03
つ
アドバ
｡

ﾝス開裁修習

大阪地方裁判所
刑事部

10月12日(月)～
10月16日(金）

12

ｺｰド刑1のアドバンスト刑裁修習の短縮

版であり,期間が短いため,①の裁判員裁
判の審理,評議の傍聴は実施できないが，
それ以外の点は,コード刑-01のアドバンヌ
膿刑裁修習と同様である。

■ 宙

コード刑-01のアドバンスト刑

裁修習と同犠である。
凸

乗合日時:10月12日午前9時20
分

集合場所:第9刑事部裁判官室

刑-04 アドバンスト刑裁修習
｡｡

大阪地
刑事部
◆

方裁判所

10月19日(月)～
10月23日(金）

12

=－ド刑幻3のアドバンスト刑裁修習と同様
である。

コード刑-01のアドバンスト刑

裁修習と同様である。
◆

栗合日時:10月19日午前9時20
分

集合場所:第9刑事部裁判官室



(裁判所〉
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コード プログラム名 ．
場所

日 時

雛
蝋 修習内容 募集条件 その他

合
毎

。
申
寺

●

0

U O

刑-05

■

刑声06

。
。

刑-07

刑F-08

6

アドバンス

。 ■

■

ﾄ刑裁修習
■

〃

ｱドﾝｽﾄ刑裁修習

● ●

。 ＆

令状部修習

令状部修習

大阪地
刑事部
方裁判所

申

｡

10月26日(月)～
10月30日(金）

大阪地
刑事部
方裁判所

11月9日(月)～
11月13日(金）

判所

10月7日(水） P
10月8日(木) .

b F

大阪地方裁判所
第10刑事部

10月14日(水),
10月15日（木）
■

12

12

口

2

2

コード刑-03のアドバンスト刑裁修習と同様

である。 ．

コード刑-03のアドバンスト刑裁修習と同様

である。

分野別修習においても,1日の令状部修習
を行っているが,それでは物足りないと感じ
る修習生の応募に期待する。

一ーr7町一UIUノ詞私画pl彦~白匡I副啄曙の包回

コード刑=01のアドバンスト刑

裁修習と同様である。

コード刑-01のアドバンスト刑
裁修習と同様である。

ゆ ●■

特になし

特になし

集合日時:10月26日午前9時20

分
集合場所:第9刑事部裁判官室

集合日時:11月9日午前9時20分
集合場所:第9刑事部裁判官室

集合日時:10月7日午前9時20分
集合場所:第10刑事部裁判官室

集合日時:10月14日午前9時20
分
集合場所:第10刑事部裁判官室
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･コード プログラム名 場所

日 時
募集
人数 修習内容 ． 募集条件 その他

地
方

裁
判
所
（
刑
事
）

刑-09

刑-10

■ ｡

刑－11

夕 ◆

令状部修習

令状部修習

刑事模擬裁判
(3庁合同企画）

● b
○

大阪地方裁判
第10刑事部

所

11月4日(水)，
11月5日(木）

大阪地方裁判
第10刑事部

所

11月11日(水)，
11月12日(木）

大阪地方裁判所
裁判員裁判用法
廷(予定）

10月19日(月)～
10月23日(金）

2

2

22

コー阿団－07の令状部修習と同様である。

●

コード刑-07の令状部修習と同様である。
｡

裁判貝対家事¥牛の否認事件の記録に基づ

き,裁判官役,検察官役,弁護人役に分か
れ,公判前整理手統,公判綱b判決宣告
までを1週間で集中的に実践する(なお,修
習生が証人役,被告人役,裁判員役を担当
することは予定していない｡)｡公判審理及
び評議は,裁判員役も参加して実施される
が,評議は,検察官役及び弁護人役にも傍
聴してもらい,当事者の訴訟活動が裁判所
からどのように理解されたのかを確認する。
この評鐘の傍聴を通じて,参加者全員斌
相互にその訴融活動を評価,検討し；単に
体験しただけに終わらない模擬銭判となるこ
とを目指している｡終了後,三庁の指導官が
合同で懇切な講爵を行う｡なお,修習生の
負担が過重にならないように配慮して行う予
定である。

特になし

特になし

特になし

桑合日時:11月4日午前9時20分

集合場所;第10刑事部裁判官室

集合日時:11月11日午前9時20
分 ・

集合場所:第10刑事部鋳削官室

迫って運糖する。
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コード プログラム名
場所

日 時

題4
琶聟一

人＃

令
迅

』
ｋ

修習内容 募集条件 ｡ - その他

家
庭

裁
判
所
（
家
事
・
少
年
）

や ◆

家-01

■

家-02

家－03

色
。

人事訴訟･遺産分割
修習

家事総合修習

家事少年総合修習

大阪家庭裁判所
人事訴訟･遺産分
割係

■ －

10月5日(月)～
10月9日(金）

庭裁判所

10月12日(月)～
10月23日(金）

大阪家庭裁判所
家事一般部
及

■

ぴ少年部

10月26日(月)～
10月30日(金）

8

16

12

人事訴訟及び遺産分割の最近の状況,処

理上の諸問題を紹介するとともに,事件記
録検討,人事訴訟の法廷傍聴,遺産分割調
停･審判の傍聴,起案,修習生間の討議及
び裁判官の講評を通じ,人事訴訟及び遺産
分割の事件処理について実践的な修習を
行う｡なお,家事総合修習における人事訴
訟及び遺産分割事件の修習と一部重複す
ることになる。

将来家事事件を専門的に扱いたいと希望す
る者や,家事事件に興味が深い者を対象と
して,家事一般部における,調停･審判の傍
聴やケース研究等を中心としたより高度な内
容の修習のほか,分野別修習では経験でき
ない,遺産分割,人訴,後見等の各専門部
(係)修習を含めた,家事事件全体の総合的
な修習を内容とする｡各専門部(係)修習で
は,講義や傍聴の他に,記録検討等を行う。

■ b ●

家庭裁判所における分野別実務修習が自
宅学修になったことにより,家裁の実務修習
を全く経験できなかった修習生を対象とす
る。

家事事件については,離婚,婚姻費用分
担,養育費,子の監護者指定,面会交流等
家事一般部が担当する調停･審判事件の記
録検討･期日の傍聴等を中心とする｡なお，
遺産分割,財産管理,人事訴訟,後見は修
習対象外となる。

少年事件については,少年審判の傍聴,記
録検討等を中心に,審判運営の在り方,非
行性及び要保護性の把握,処遇の選択等，
少年事件全般について指導を行う。

申込時に， 「本プログラムに応
募した理由と特に学びたい事
項｣を記戦した書面を提出する
こと。

特になし

左記のとおり,家庭裁判所の分
野別修習が自宅学修になった
ことにより,家裁の実務を全く経
験できなかった修習生を対象と
する。

集合日時:10月5日午前9時20分

集合場所:大阪家庭裁判所中会議
室．

なお,家事総合修習を選択した場
合でも,本プログラムを併せて選択
することは可能である。

集
分
集
室

合日時:10月12日午前9時20

合場所:大阪家庭裁判所大会蟻

集合日時:10月26日午前9時20

分 ． 、
集合場所:大阪家庭裁判所中会譲
室

なお,家事総合修習における家事
一般部での修習と内容が重復する
部分がある｡
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七

コード ’プログラム名
場 ・所

日 時

…

人数 修習内容． 、募集条件 その他

家
庭

裁
判
所
（
家
事
・
・
少
年
）

●■

家－04

家-05

家-06

家事少年総合修習

家事少年総合修習

後見･財産管理修習

所

11月2日(月)～
11月6日(金）

及”
．

1 ．

庭裁判所
般部
年部

11月9日(月)～
11月13日(金）

大阪家庭裁判所
後見･財産管理係

10月12日(月)～
10月16日(金)

12

p

l2

10

● ｡

コード家－03の家事少年総合修習と同標
である。

コード家-03の家事少年総合修習と同様
である。

p

成年後見事件･財産管理事件の溌近の状

況,処理上の諸問題を紹介するとともに,記
録検詠修習生間の討議及び裁判官の鱒
評を通じ,成年後見事件･財産管理事件の
事件処理について実践的な修習を行う｡な
お,家事総合修習における成年後見事件の
修習と一部重複することになる。

コード家-03の家事少年総合
修習と同様である。

ｺｰド家-03の家事少年総合
修習と同犠である。

特になし

集合日時:11月2日午前9時20分
集合場所:未定． ． ．
なお,家事総合修習における家事
一般部での修習と内容が重復する
部分がある。 ．

桑合同埒:11月9日午前9時20分．
集合場所:大阪家庭裁判所大会議
室

なお,家事総合修習膣おける家事
一般部での修習と内容が重復する
部分がある。

桑
分
集
室

合日時:10月12日午前9時20

合場所大阪家庭裁判所大会議
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※6月泌日再提示版

選択型実務修習プログラム案内(検察庁） <73＞

コード
プログラム名

名称 ．

場所

1 日時

撚
峨 修習内容 ､募集条件 その他

■

地
方

検
察
庁

検－01

検-02

検－03

検･-O4

検-05

検-06

検－07

捜査補完A
(2週コース）

捜査補完B
(2週ｺｰｽ）

公判補完A.

公判補完B

捜査･公判実務

強行犯等捜査

交通･知能犯捜査

大阪地検

10月5日(月）
～10月16日(金）

大阪地検

11月2日(月）
～11月13日(金）

大阪地検

10月19日(月）
~10月23日(金）

大阪地検

11月9日(月）
～11月13日(金）

大阪地検等

11月2日(月）

～11月6日(金）

大阪地検等

ﾕ0月12日
～ｴ0月16

(月）
日(金）

大阪地検

10月26日
~10月30

幅）
日(金）

10

‘10

5
■■

5

5

6

6

弱病酉p丁臼寺犀4爽筆uﾉ短与U』r，尋1千”捜査

及び処理(捜査方針の検討取調べ,起訴状等
起案)を通じ,検察官による捜査についての理
解を深める。

=~11句》浬畢”1百尋uJrD公刊寧晦(日…

理冒頭陳述及び論告等起案)や法廷傍聴等を
行い,検察官の公判活動についての理解を深
める。 ．

巷翠馬乗測巴ヲつ垂承~Y乗り画兄W9硬宗ﾉ丁にお

ける医師等の専門家からの聴取,警察との事件
協醸,公判準備(リハーサル等)などに参加･同
行し,様々な実務体験をする中で,検察実務へ
の理解を深める｡※事件により内容は適宜のも
のとなる‐

殺人等の凶悪犯罪や暴力団事件の特性等を

事件記録等を通じて学び,また,児童虐待事件
に関して,司法面接の傍聴等を通じて,検察庁
における各種強行犯事件への取り組みや実情
についての理解を深める。

父超學汗の考え万や喪盃手法について,記録
検討や取調べ傍聴等を通じて学習し,また直告
等の独自捜査事件の特性を事件記録等を通じ
て学ぶことで,交通事件及び知能犯事件につい
ての総合的な理解を深める。

甲込かﾛ守,牟玖ロクフムを志望した副織，

プログラムにおける各自の到達目標等につ
き,A4用紙1枚程度のレポートを提出するこ
と｡申込者数が募集人員を超えた場合は，
上記レポートの内容等を考慮して修習を受
ける者を選抜する。

マローーマノ一F切り

プログラムに
〒〆ｰ〆〆一厘』画＝しJL翠癖p

おける各自の到達目標等につ

識碧鍵蕊灘篭
ける者を選抜する。

．U‐＝ロ…~~琴～延具廷哩へ『肖麺~ロ『いり丁国

選で修習を受ける者を選抜する。

甲込み時,本プログラムを志望した動機，
プログラムにおける各自の到達目標等につ
き,A4用紙1枚程度のレポートを提出するこ
と｡申込者数が募集人員を超えた場合は， 、
上記レポートの内容等を考慰して修習を受
ける者を選抜する。

中込み時,本プログラムを志望した動機，
プログラムにおける各自の到達目標等につ
き,A4用紙1枚程度のレポートを提出するこ
と｡申込者数が募集人員を超えた場合は，
上記レポートの内容等を考慮して修習を受
ける者を選抜する。

乗合同時:10月5日(月)午前9時30分

集合場所:大阪地検9階司法修習生執
務室．

集合日時:11月2日(月)午前9時30分
集合場所:大阪地検9階司法修習生敦
務室

ﾀﾛｰｰﾛ ･ - -ローーターーー戸､グ己〃 ﾛ両日Jｰ■･切酉“~

集合場所:大阪地検9階司法修習生執
務室

桑菅目時:皿月9日(月)午師9時30分

集合場所:大阪地検9階司法修習生執
務室

乗昔日時:11月2日(月)午前9時30分
集合場所:大阪地検9階司法修習生執
務室

栗昔口時:ﾕO"12日(月)午前9時30分
集合場所:大阪地検9階司法修習生執
務室 ．

I

楽音ロﾛ守:10月

集合場所:大阪
務室

､ ◆

26日(月)午前9時30分
地検9階司法修習生執
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※且月26日再提示版

選択型実務修習プログラム案内（弁護士会）

大阪弁謹士会提供プログラムの募集について ・

1． ここでは、個別修習プログラムのうち大阪弁護士会提供プログラムの応募に関する注意事項を記載しています。大阪での選択型実務修習や個別修習
ブﾛダﾗﾑに関する全体的な注意事項は､選択型実務修習の実施要領､個別修習プログラムの応募要領を参照してください。

2． 主ニム芝乏込竺』遮習里壁遡三コ上里越駒_姓董鐙蔓担当笠謹土と皇煎匡遡遡篁工蝋竺‘特にホームグラウンドとなる指導担当弁護士が第73期
修習生2名を指導している場合､ﾎｰﾑグﾗｳﾝド事務所として､修習生2名を受入れることになります｡事務所によっては物理的に修習生2名の
席を確保できないことがありますから､必ず事前に指導担当弁護士と協議してﾎｰﾑグﾗｳﾝド修習の時期を決めてください。

3大阪弁護士会提供プロ･グラムについては、同一内容のプログラムを2回以上選択することも可能です。例えば､第1、 2週で他事務所修習1 （弁－
01)を選択し、第3，4週で他事務所修習2 (弁T12)を選択することも可能です。但し、応募が定員を超過するときは他の応募者を優先しまき一

4．提供プログラムのほとんどが午後5時で終了となりますが、プログラムによっては午後3時等で終了する場合があります。午後5時以前に終了した
場合は、午後5時（具体的時刻は指導担当弁護士の指示による）まではホームグラウンド修習ですも

5． 『労働.(弁-05) 」は応募資格が制限されていますから注意してください。

6． 各プログラムの内容は、具体化する過程で今後若干変更すること･があります。大阪弁護士会は、個別修習プログラムの募集期間の開始までに、弁護
士会提供プログラムの詳細(講師、訪問先の特定、プログラムの日割り表など）を別途開示しますので、参考にしてください。
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一
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．
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場所

日 時

鍵
嘩 修習内容9 募集条件 その他

弁護士事務所

10月5日(月)～

10月16日(金）

15

ホームグﾗｳﾝドとは別の弁護士事務所にて修習をおこなう(指導弁護士1名に．
修習生1名配属)｡できるだけホームグﾗﾝドとは異なった規模､弁護士数の事務
所に配属できるようにしたい。
修習内容はホームグﾗｳﾝド修習とほぼ同じである。 ～ ■ 寺

Lー

集合日時も場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。
提供期間:2週間

弁護士

句

■

事務所
■

10月5日(月)～
10月16日(金）

2

ホームダﾗｳﾝドとは別の弁護士事務所にて修習をおこなう(指導弁護士1名に
修習生1名配属)｡修習内容はホームダﾗｳﾝド修習と同じである｡｢他事務所修
習｣ブﾛダﾗﾑと類似しているが、本ブﾛダﾗﾑの指導弁護士は刑事事件を数多
く取り扱っていることから､刑事弁護に重点を置いた貴重な経験の場となろう。
なお､本プログラムでは､指導弁護士が扱う｢刑事以外の分野』も修習する。 ．

集合日時､場所についてば､配属
事務所決定後､個別に通知する。
提供期間:2週間

●

弁護士事務所ほ
か

10月5日(月)～
10月9日(金）

1

刑事弁護委員会委員と接見に同行し､身体拘束からの解放の弁護活動や､勾
留請求却下を求める意見書､準抗告申立害､その他必要な起案を行い､捜査弁
漣の実務について修習する。

寺

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する｡ ．

、
憾士会館ほか

10月5日(月)～
10月9日(金）

１
↑
１
１

●

Q L

15

少年事件の手続及び付添人活動の実践､子どもの虐待､学校．いじめ問題､外
国籍の子どもの入梅その他子恥の権利に関する実務､法的知織の修得等を
フォローするプログラムを提供する。
内容は､1.少年事件ゼミ､2.少年事件模擬裁判､3.少年事件起案､4.児童
虐待6児童福祉問題､5.学校｡いじめ問題､6.外国籍の子どもの人権など。
このブﾛダﾗﾑの指導弁護士は､子どもの権利を巡る事件を多数取り扱ってお
り､その具体的な実践を聞くチャンスとなる｡子どもの権利に関心の高い修習生
にとっては､子どもの最善の利益とは何かを考える貴重な機会となるだろう。

』
■

集合日時:10月5日午前10時
集合場所:弁謹士会館 ．

●

弁護士会館

10月5日(月)～
10月9日(金）

b

l5

ｂ
凸

守
り

労働事件は労使によって見解や受任後の対応が大きく異なるので､労使双方の
立場から実務的な知職を提供する｡労働法の知繊だけではなく､裁判所､労働
委員会等での法的手続に密着した実務的な内容に重点を置く．労働審判にも触

鵠ま労使双方の代理人として経験豊富な弁護士を予定｡鵜だけでなく､事
例を与えてのゼミ形式の議輪や､簡略な起案を行いたい。
なお､当プログラムは原則として労働法既修者を対象としている｡未修者は少な
くとも労働法の基本書程度は読了しておかれたい。

法科大学院
で｢労働法」
を履修した
者対象｡未
履修者の場
合は少なくと
も労働法の
基本書程度
は読了する

こと。 ＝

ザ b ●

■ ■

● ■

集合日時:10月5日午前10時
集合場所:弁護士会館

庁会
コード

番号

弁
護
●
士
会
》
。

弁－01

弁－02

弁－03
q ■ ● 色

■｡

■

弁-04

勺 ；

弁－05



〆= 、

讐者支痩に糟通した弁霞ヨ

による露 害者参加
支援員による

演習等を行う｡ま

庁会
コード

番号
プログラム毛 場所

日 時

藥
数 修習内容 募集条件 ・ その他

弁
護
士
会

寺

弁~06

弁－07

弁-08

捜査弁護B

民事介入暴力及び
弁護士業務妨害

犯罪被害者支援

弁護士事務所ほ
か ‘

10月12日(月)～
10月16日(金）

弁護士会館ほか

10月12.日(月)～
10月16日(金）

弁護
守

士会館ほか

10月12日(月)～
10月16日(金）

1

｡

15

12

弁-03と同様

畜諺蕊では:_｢民事介入暴力｣と｢弁護士業務妨害｣を取り上げるが, ｢民事介入
暴力｣とは,民事事件において;､当事者･利害関係人等が他の事件関係人等に
対して行使する暴行,脅迫その他の迷惑行為,及びそれらの行使を示唆する言
勵並びに社会通念上,楢利の行使又は実現のための限度を超える一切の不相
当な行為を指す｡そのため, 「民事介入曇力｣は,暴力団やその他の反社会的勢
力によるものだけではなく行為主体の属性に限らず,不当要求(法的根拠や社
会的妥当性を欠く要求行為)が含まれ,弁護士として民事事件を取り扱う上で避
けては通れない問題である｡また,近年では,反社会的勢力は,実態の掴みづら
い｢半グレ｣集団へと広がりを見せるとともに,自らが反社会的勢力に属しているこ
とを示さないようになっている｡さらに,反社会的勢力に属さない者からの企業, 、
行政等に対する不当要求による問題も深刻化しており,かかる不当要求に対す
る対応へのニーズも高まっている。

この修習を通じて,被害者に共感できる弁護士になっていただきたい。凸

裁判官志望
者,検察官
志望者, ｢刑
事弁護に熱
心に取り組
む弁護士を
目指している

方｣も大歓
迎⑥

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。

集合日時:10月12日午前10時
集合場所:弁護士会館

集合･日時:10月12日午前10時
集合場所:弁護士会館 ． ‘



庁会
コード

番号
プログラム名

場‘ 所

日時

募集
人数

修習内容 募集条件 その他

弁
護
士
会

弁~09

弁－10

弁－11

弁-12

弁－13

弁－14

倒産法実務

知的財産侵害の実務
●

消費者被害救済
のための実務

他事務所修習2

刑事重点事務所修習b

捜査弁護C

弁護士会館

10月12日(月)～
10月16日(金）

弁護士会館ほか

■

10月12日(月)～
10月16日(金）

弁護士会館
■ 旬

10月12日(月)～
10月16日(金）

弁護士事務所

10月19日(月)～
10月30日(金）

弁謹士事務所

10月19日(月)～
10月30日(金）

弁護士事務所ほ
か ．

10月19日(月)～
10月23日(金）

:18

15

15

15

2

1

①個人の債務整理(任意整理､自己破産等)､②個人の民事再生･小規模個人
再生､③破産管財申立て･破産管財実務､④法人の民事再生､⑤大型事件､⑥
会計･税務の基礎､⑦法人の私的整理など｡合計4日間のプログラムです｡な
お､購義ばかりではなく､修習生が主体的に参加できるゼミ形式のブﾛゲﾗﾑや、
債権者集会の見学なども盛り込む予定です。 ． ．
ただし､プログラム内容は購師や具体的時間配分の都合などによって若干変更
する可能性がありますb選択科目で倒産法未受験者の方や､初学者でも大丈夫
です！

知的財産櫓侵害事件についての起案･講評及び商標法､不正競争防止法､箸
作権､知的財産契約等に関する購義･事例演習等を行う。

－ ■

不当条項の効力や団体訴権､訪問販売･キャッチセールス･ｱボｲﾝﾄﾒﾝﾄセー
ル采､通信販売､マルチ商法､語学教室･エステサロン契約､クレジットによる分’
割払いを利用した取引などを規制する消餐者契約法､特定商取引法及び割賦
販売法などの特別法､インターネット取引･携帯電話をめぐるトラブル､先物取
引､証券取引をめぐる消費者被害､欠陥住宅･製品事故による被害､多重債務
者被害の救済のための任意整理､民事再生､自己破塞利息制限法違反の貸
付けによる過払利息の回収など､多岐にわたる消費者被害についての一般的知
職を教授する⑥ 。

弁-01と同様

弁.-02と同様

弁-03と同様
③ ●

法科大学院
で知的財産
法を履修し
ていることが

望ましいが、
興味のある
方は歓迎し
ます。

集合日時:10月13日午前9時30分
集合場所:弁護士会館． ．

※10月12日(月)はホームグラウン
ド修習となる予定です。 ． ．

巳← ■

集合日時:10月12日午前10時
集合場所:弁護士会館

※10月16日(金)はホームグラウン
ド修習となる予定です。

● ●

■

集合日時:10月12日午前10時
集合場所:弁護士会館

－ ■

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。
提供期間:2週間

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。
提供期間:2週間 、

■ や

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。

一己

■ の
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J』＝
コード

､番号 プログラム名 ．＃

I

所
時 ．

…
一…

人数 修習内容 ． 募集条件 その他

弁
護
士
会

弁-15

弁-16

弁－17

弁-18

公害･環境裁判の現状と
弁護士の取り組み

高齢者･障がい者問題の
実務を学んでおこう
-｢ひまわり｣実劉坂一

捜査弁護，

憲法

弁護士会館ほか

10月19日(月)～
10月23日(金）

弁護士会館ほか

10月19日(月)～
10月23日(金）

弁護士事務所ほ
か

10月26日(月)～
10月30日(金）

弁護士会館ほか
｡

10月26日(月)～
10月30日(金）

11．

15

1

15

ｂ
」

環境問題への取組み方や関わり方､廃棄物問題､歴史的建造物保存､原発.エ
ネルギー問題､公害訴訟についてそれぞれ弁護士による購軽を実施するほか、
原告として公害問題に関与された方からのﾋｱﾘﾝグ､各環境問題についての
ﾌｨｰﾙドﾜｰｸを実施予定である。

成年後見､介護事故､虐待､障がい者差別禁止､障がいのある人の刑事事件及
び意思決定支援などを実践的に取り扱う購座である。
この購座は､法律家として高齢者･障が1'堵問題について知っておく必要のある
基礎的なことを､討鯖､起案などを通じて実践的に学べる修習生参加型の溌座
になっている。

ケースﾒｿｯドによる成年後見購韓､訴状起案演習､高齢者虐待についてのグ
ループ討蹴ロールプレイによる高齢者との面接技法などのほか､実務に役立
つﾉｳﾊｳを効果的に学べるようメニューを組んでいる。

※グループﾜｰｸ等､互いに会話をする場面があるメニューについては､マスク
鰯里溌騨いしたり､やむを得浸丙蕊二鰄更漏可藤が潟あモミ芒
留意願いたい． 日

弁-03と同様

1憲法関連の外部施設見学(2019年度は､自衛隊基地､主に在日コリアンか
らなるNPOを訪問した｡※2020年度は自衛隊基地は見学Lない予定｡）

蕊議駕蕊綴灘熟議騨蝋耆総總渓蝋

等
本 本
を実施している。
年度年度

ザ＜－｡

○
・
）
ﾄ(これまで､ﾍｲﾄｽピｰﾁ､同性婚､タトウー刑事訴

■ け

､外部訪問を伴うプログラムについては､司法研修所からの通知に沿い、
訪問先のご意向等を十分に考慮して進める。

● 令

集合日時:10月19日午前10時
集合場所:弁護士会館

※10月22日休)はホームゲﾗｳﾝ
ド修習となる予定です。 ．

集合日時:10月19日午前10時
集合場所:弁賎士会館

※10月22日休)はホームダﾗｳﾝ
ド修習となる予定です

集合日時､掲所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。

■ や

集合日時:10月26日午前10時
集合場所:弁護士会館
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場 所

日時

査徳
蚕黍

人数
修習内容 募集条件 ｃ

ロ
その他

弁
護
士
会

6

弁－19

弁-20

● ■

弁－21

弁－22

弁－23

弁-24.

人権活動の現場から

民事弁護実務

句

守

他事務所修習3

刑事重点事務所修習C

捜査弁護E

交通事故事件

弁護士会館ほか
◆

10月26日(月)～
10月30日(金）

弁護士会館

10月26日(月)～
10月30日（金) .

弁護士事鵠所

11月2日(月)～
11月13日(金）

弁護士事務所

11月2日(月)～

11月13日(金）

弁護士事溌新ほ
か ．

11月2日(月)～
11月6日(金）

弁護士会舘ほか

11月2日(月)～
11月6日(金）

■
も

●

15

18

15

■

｡ ●

､2

1

18

人権擁護委員会が人権救済申立事件調査や法律相談を行っている施設等の見
学を中心として､人権活動の必要性を肌身で感じてもらう｡講義としては､国際人
権条約や生活保護法､出入国管理法､矯正実務関係法など､研修所では学ぶ
機会が少ないが人権擁護活動に役立つ法令を学習する｡
また､両性の平等(女性の権利)という視点から､特に女性が被害に遭いやすい
DV､セクハラ､母子の貧困､その他性暴力などの事件について､講義と施設見
学を織り交ぜて実務的な研修を行う｡なお､セクシュアル･ﾏｲﾉﾘﾃｨに関する講
義や男女共同参画推進本部委員による研修(弁護士会における男女共同参画
推進･休業中等の弁謹士業務支援制度等を予定)もあわせて行う予定である。

民事弁護を業務としておこなう中で必要な実技を指導する｡以下のものを扱う予
定であるが､講師や具体的時間配分の都合によって若干変更する可能性がある
から､･留意されたい。
①裁判書類の送達､②裁判手続での証拠収集､③不動産登記入門､④証拠の
検酎と収集､⑤遺言書作成､⑥ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(書面作成)､⑦聴き取り｡相
談､⑧尋問技術､⑨訴訟外紛争処理手続､⑩事実認定､．⑪弁護士報酬 ．

弁-01と同様

弁-02と同様

弁－03と同様

交通事故事件に関する講義､起案(誌評含む)､模擬法律相談を実施する。

■ 9

一
↓

集合日時:10月26日午前10時
集合場所:弁護士会館

※10月29日･##)午後はホームグラ
ウンド修習となる予定です。

集合日時:10月26日午前10時
集合場所:弁謹士会館

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。
提供期間:2週間

● 8

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。
提供期間92週間・ ・

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。

r ひ

集合日時:11月2日午前10時
集合場所:弁護士会館

※11月4日(水)はホームグラウンド
修習となる予定です｡
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難
峰 修習内容 募集条件 その他

弁
護
士
会

■
や

弁-25

弁－26

弁-27

弁-28

弁-29

弁-30

離婚と相続／
相談から調停まで

医療紛争実務

債権回収
､ 1■､

捜査弁篭F

,不動産･借地借家の実務

会社法を中心とした
企業法務

弁護士会館
9

11月2日(月)～
11月6日(金）

弁護士会館ほか

11月2日(月)～
11月6日(金）

弗護士会館
6

11月2日.(月)～
11月6日(金）

弁謹士事務所ほ
か

11月9日(月)～
11月13日(金）

弁護士会館．

11月9日(月)～
11月13日(金）

弁護士会館ほか

11月9日(月)～
11月13日(金）

10

15

15

｡

1

15

18

鱒義(実務上の留意点)､模擬相淡､模擬闘停を離婚･相続のそれぞれについて
実施する。

･実際の事件記録を題材とした模擬証人尋問
･その他ゼミナール形式による研究一

債権回収業務に関する講義を行う予定である｡具体的には､債権回収に関する
事例研究､受任にあたっての注意事項､有効な債権回収方法の検討に関する
講義を開催する｡なお､ゼミ(修習生が主体的に取り組むプログラム)も検討中。

弁-03と同様

牛則LPは､宅地･建物取引についての紛争を設例をもとにして､弁護士として相
談を受けるところから一定の解決を示すところまで､議論を通じて､説明する予
定。

午後は､司法書士､土地家屋嗣査士､不動産鑑定士､税理士からそれぞれの専
門分野について､購羨形式で説明する。
ただし､ブﾛグﾗﾑ内容は露師や具体的時間配分の都合などによって若干変更．
する可能牲がある。

主に会社法実務研究会の中堅･若手メンバーによりプログラムを提供するが､会
社法に限定することなく､金融商品取引法に関する誇蕊も検討中である｡また、
講義形式だけでなく､司法修習生にも縮的にプログラムに参加できるようなも′
催提錐堂堂予定鷲軽§壷在ﾐ1.内部銃制ｼｽﾃﾑと役員砿感冒斯島鼠
と買収防衛策､3.計算書類の見方､4.インサイダー取引､5.コンプライアンス
経営等を予定している。

色

集合日時:11月2日午前10時
集合場所:弁霞士会館

集合日時;11月2日午前10時
集合場所:弁護士会館

集合日時:11月2日午前10時
集合場所:弁護士会館

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。

■

集合日時:11月9日午前10時
集合場所:弁護士会館

集合日時:11月9日午前10時
集合場所:弁謹士会館． 。

※1r月11日(水)はホームグﾗｳﾝ
ド修習となる予定です。 ．



貝

■■■■■■■■

■■■■■■■

一

場所
日 時

灘
僅

修習内容 募集条件 0 その他

弁護士会館、
裁判所法廷

10月5日(月)～
10月9日(金）

●

28
や

民事蘇訟における証人(本人)尋問のｽｷﾙを身につけるためのブﾛグﾗﾑであ
る｡28人を2グループに分けて､裁判官各2～3名､原告･被告代理人役各5～6名
に分かれて実施する｡事件記録は､実際にあった事件を加工した教材を使用す
る。
スケジュールの概要は､①1日目から3日目にかけては､若干の主張整理を全体
で行うほか､証人(本人)テスト､反対尋問対策などの準備を各役ごとに行う｡②4
日目に法廷において証人及び本人の尋問を実施する｡③5日目午前に弁論(最
終準備書面)､午後には､裁判官役が判決を言い渡し､全体購評を行う。
これまでにも模擬裁判などを経験しているとは思うが､実務修習の総仕上げとし
て､実務での尋問に直結するｽｷﾉ陣が身につくものにしたいと考えている｡
※本プログラムは大阪地方裁判所との合同開催である。

集合日時:10月5日午前9時．
集合場所:弁謹士会館

庁会
ｺード

番号

弁
護
士
会
．

弁-31

＝


